
仕 様 書 

 

1. 基準品 

 株式会社リコー RICOH MP W6700SP 

 富士フイルムビジネスイノベーション株式会社 ApeosWide 3030 MF 

 

2. A0 版対応複合機仕様 

（１） 基本機能・コピー仕様 

  形 式   読み取り部、出力部が一体型または上下に設置できる機器であること。 

  大 き さ  幅 1,500mm 以下、奥行 1,000mm 以下 

  給 紙 方 式  ロール給紙×2 段以上＋手差し 

  出力解像度  600dpi 以上 

  画像欠け幅  先端 8mm、後端 8mm、左右 5mm 以下 

  用 紙 種 類  普通紙、トレーシングペーパ－、フィルムに対応できること。 

  連続複写速度  A0 版 3 枚／分、A1（横）5 枚／分以上 

  起 動 時 間  3 分以内 

（２） プロッター仕様 

  最大印字ｻｲｽﾞ  最大幅 914mm×15,000mm、以上 

  メ モ リ ー  2.5GB 以上 

  ﾊ ｰ ﾄ ﾞ ﾃ ﾞ ｨ ｽ ｸ  搭載すること。 

  ｲ ﾝ ﾀ ｰ ﾌ ｪ ｰ ｽ  Ethenet1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 

  ﾈｯﾄﾜｰｸﾌﾟﾛﾄｺﾙ  TCP/IP 

  ﾃﾞｰﾀﾌｫｰﾏｯﾄ  HP-GL，HP-GL2，TIFF 

  ｸ ﾗ ｲ ｱ ﾝ ﾄ P C  OS：Windows8.1、10、11 に対応 

（３） スキャナー仕様 

  最大読取ｻｲｽﾞ  最大幅 914mm×15,000mm、以上 

  読取解像度  600dpi×600dpi までの解像度で読み取れること。 

  形 式  モノクロスキャナー／カラースキャナー 

  ﾃﾞｰﾀﾌｫｰﾏｯﾄ  TIFF、PDF および JPEG 

  ﾃﾞｰﾀ取込方法  庁舎ネットワークを経由して各職員のクライアント PC に取り込める 

こと。 

また、クライアント PC へのソフトウェアのインストールを必要とせ 

ず、ブラウザから複合機にアクセスする方式とすること。 

（４） その他 

  ・ＦＡＸ機能がないこと。 

  ・グリーン購入法に適合し、国際エネルギースタープログラムの基準に適合しているこ 

   と。 

  ・複合機本体で仕様が満たせない場合は、機器やソフトで補うことができること。 

  ・電源は 100Ｖ 15Ａのコンセントを 2 個用意するがそれ以上必要な場合で電源容量 

   などが不足する場合は、導入業者の負担で電源工事をすること。 



 

3. 契約期間 

 令和 8 年 7 月 1 日～令和 13 年 6 月 30 日 

 

4. 設置場所および設置台数 

（１） 設置場所  滋賀県長浜市木之本町黒田１２３４ 滋賀県木之本合同庁舎２階 

滋賀県長浜土木事務所木之本支所 

（２） 設置台数  １台 

 

5. 月間使用カウント数（予定数量） 

 カウント換算の場合 １００カウント   

  （令和７年度実績 株式会社リコー RICOH MP W6700SP  ８０３カウント） 

 （注）・上記の予定数量は概数であり、発注を担保するものではありません。 

    ・基本料金の設定がある場合は、入札書に記載すること。 

    ・カウント換算数は次のとおりとする。 

     A0 判 5 ｶｳﾝﾄ、A1 判 3 ｶｳﾝﾄ、A2 判 2 ｶｳﾝﾄ、A3 判以下 1 ｶｳﾝﾄ 

 

6. 保守サービス条件 

（１） 毎月１回の定期点検を行なうこと。また、必要に応じて点検を行い、機械が正常 

な状態で稼動するよう努めること。 

（２） ９時から１７時の間に故障の連絡を受けたときは、連絡から６０分以内に対応し、 

速やかに正常な状態に回復させること。 

（３） コピー品質を維持するために、消耗品を交換する必要がある場合は、速やかに取 

り替えを行なうこと。また、使用済みの消耗品は、速やかに持ち帰ること。 

（４） 機械が常時正常に稼動するために必要な消耗品を円滑に供給すること。特にトナ 

ーは在庫を切らさないよう常備しておくこと。 

 

7. その他 

（１） 機械の取扱説明書を提出すること。 

（２） 必要に応じ機械の設置場所に社員を派遺して、適切な操作方法の指導を行うこと。 

（３） 毎月、使用カウンタ数を翌月 10 日までに報告すること。 

（４） 契約期間満了に伴い複写機を撤去した場合は、複写機内の残存デ一タの消去を行 

うこと。残存データの消去にかかる費用は、別途支払いは行いませんので、当該 

費用を契約単価に含めて応札ください。 

（５） この契約における１か月とは、月の初日から末日までをいいます。 

（６） 技術員が機器の保守に当たって、機械の点検と調整のために使用したプリントは、 

請求カウント数に含みません。 

（７） 料金の請求に当たり、円未満の端数は切り捨てるものとします。 

（８） 予定カウント数を超えた場合は、直近の単価と同額または同額以下とすること。 

（９） 搬入および据え付け、撤去に要する経費は、契約単価に含めてください。 

設置場所は、2 階で搬入・搬出用のエレベーターはありません。 



 

8．長期継続契約 

    この入札は、「滋賀県長期継続契約を締結することができる契約を定める条例（平成 18 年 

滋賀県条例第 55 号）」に基づく長期継続契約にかかる入札です。契約期間は５年間とします 

が、議会の承認による債務負担行為を設定していませんので、契約期間中の年度において歳 

出予算が削減される場合があります。その場合は契約を変更または解除することになります。 

なお、この変更または解除に伴い損害が生じたときは、その損害を県に請求することができ 

ます。 

 


